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平成２５年度 第３回 西宮市農業委員総会議事録 
 
１、開催日時：平成２５年６月２０日（木）１４時３０分から１４時５９分 
 
２、開催場所：西宮市役所８階８０４会議室 
 
３、出席委員（１５人） 

会長      １番 吉田 昭光 
会長職務代理者 ２番 坂口 文孝 
委員      ３番 大川原 成彦 

４番 まつお 正秀 
        ５番 松本 俊治 
        ６番 森畑 義明 
        ７番 大前 輝雄 
        ８番 吉井 律 
        ９番 松井 祐一 
       １０番 岡本 久一 
       １１番 茶谷 勝視 

１２番 髙田 孝 
１３番 尾﨑 清政 
１４番 丸  幸良 
１５番 奥村 幸弘 

 
４、欠席委員（０人）   
 
５、議事日程 
  第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 報告第１３号 農地法第４条第１項第７号の規定に基づく届出受理の件 

報告第１４号 農地法第５条第１項第６号の規定に基づく届出受理の件 

報告第１５号 農地法第１８条第６項の規定に基づく届出受理の件 

報告第１６号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書交付の件 

 

 
６、農業委員会事務局職員 
     事務局長       増田 俊也 
     係長         東  孝ニ 
     主事         北島 知晶 
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 委員の皆様、本日はご苦労様でございます。定刻となりましたので、只今

から農業委員会総会を開会いたします。本日の出席委員は在任する選挙によ

る委員１０名のうち出席数は１０名であり、過半数以上ですので農業委員会

総会は成立いたしております。 
それでは、議事録署名委員について、私から指名させていただくことにし

てご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 異議なしとのことでございますので、１２番の高田委員と１３番の尾崎 
委員を議事録署名委員に指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、これより審議に入ります。 
まず、報告第１３号「農地法第４条第１項第７号の規定に基づく届出受理 

の件」を報告いたします。事務局の説明をお願いいたします。 
（事務局説明） 
 事務局の説明は終りました。本報告に対し、ご質問はございませんか。 
（質問なし） 

質問もないようでございますので、本報告はこの程度にとどめます。 
続きまして報告第１４号「農地法第５条第１項第６号の規定に基づく届出

受理の件」を報告いたします。事務局の説明をお願いいたします。 
（事務局説明） 
 事務局の説明は終りました。本報告に対し、ご質問はございませんか。 

1 番と 2 番はつながっているように思うが買うところが違う。１・２・３・ 
４・５番は全部段上町 8 丁目なので一団の土地として分譲されるのか、関連 
がよく分からないので大体の概略を教えてほしい。 

１番から５番までは１つの田んぼで区切ってあるだけ。昔、道で切られた 
から枝番になってしまった。新幹線に切られたから１つの田んぼが分かれた

だけで、番地が違うというだけ。それで分譲地ができる。 
業者さんが１つじゃなくていくつかに分かれているのはなぜか。 
全部で９００㎡なので３００坪ほどある。３００坪を１人で買ったら 

５００㎡以上なので開発にかけなければならない。それを分けただけ。 
他にございませんか。 

（他に）質問もないようでございますので、本報告はこの程度にとどめます。 
続きまして、報告第１５号「農地法第１８条第６項の規定に基づく通知書 
受理の件」を報告いたします。事務局の説明をお願いいたします。 

（事務局説明） 
事務局の説明は終りました。本報告に対し、ご質問はございませんか。  

（質問なし） 
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（他に）質問もないようでございますので、本報告はこの程度にとどめます。 

続きまして報告第１６号「引き続き農業経営を行っている旨
むね

の証明書交付 

の件」を報告いたします。事務局の報告をお願いいたします。 
（事務局説明） 

事務局の報告は終りました。本報告に対し、ご質問はございませんか。 
（質問なし） 

質問もないようでございますので、本報告はこの程度にとどめます。 
続きまして追加議案に入ります。議案第５号「農業委員会委員の辞任につ

き同意を求める件」を上程いたします。本案件につきましては、農業委員会

等に関する法律第 24 条第 1 項並びに農業委員会会議規則第１０条の規定に

より、大川原委員、まつお委員、ならびに吉井委員が除 斥
じょせき

の対象になりま

すので、おそれいりますが、議場からの退席をお願いいたします。 
（対象委員退席） 

それでは、事務局の説明をお願いいたします。 
（事務局長提案概要説明） 

事務局の説明が終わりました。本件についてご意見はございませんか。ご 
意見もないようですので、本件は同意することにしてご異議ございませんか。 
（異議なし） 

異議なしとのことですので、議案第５号「農業委員会委員の辞任につき同 
意を求める件」につきましては、同意することに決定いたします。 
（対象委員帰席） 

只今、議案第５号「農業委員会委員の辞任につき同意を求める件」につき 
ましては、同意することに決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 
（会長挨拶） 

それでは辞任される、委員に一言づつご挨拶をお願いします。 
（大川原委員、まつお委員、ならびに吉井委員 挨拶） 
 以上を持ちまして、本日予定いたしておりました議案審議並びに、報告案 
件はすべて終了いたしました。これをもちまして、本日の定例農業委員会総 
会を閉会いたします。 
 
 
 
 


